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治

安

・

衛

生

・
貧
民

ー

l
一
八
八
六
年
大
阪
の

「
市
区
改
正
」
｜
｜

原

田

敬

は

じ

め

明
治
初
期
の
新
聞
を
な
が
め
て
い
る
と
、

マ
マ

住
む
と
こ
ろ
さ
へ
長
町
の
と
浄
留
離
の
文
句
に
も
あ
る
と
ほ
り
往
古
よ
り
し
て
貧
乏
人
の
屯
集
所
と
鳴
り
渡
り
た
る
日
本
橋
通
四
丁
目
（
『
大
阪
日
報
』
明
治

一
一
年
三
月
一
七
日
、
以
下
大
日
一
一
・
三
・
一
七
等
と
略
す
）

と
、
大
阪
市
中
の
か
貧
民
街
。
の
代
表
と
し
て
「
長
町
」
が
名
指
さ
れ
て
い
る
の
に
よ
く
出
会
う
。

「
長
町
」
と
は
、
南
区
日
本
橋
以
南
の
日
本
橋
筋
三
1
五
丁
目
の
こ
と
で
、

の
旧
地
名
で
あ
っ
た
（
大
阪
町
名
研
究
会
編
『
大
阪
の
町
名
』
一
九
七
七
年
、
三
九

O
頁
）
が
、
そ
の
形
態
が
紀
州
街
道
に
そ
っ
て
市
中
よ

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
三
月
一
七
日
の
町
名
改
称
以
前

り
南
へ
一
・
五
キ
ロ
程
細
長
く
延
び
て
い
る
た
め
、
明
治
期
に
お
い
て
も
俗
称
と
な
っ
て
い
た
。

（

1
）
 

近
松
門
左
衛
門
の
世
話
物
浄
瑠
璃
「
長
町
女
腹
切
」
（
一
七
一
一
了
正
徳
二
年
初
演
）
で
は
、
長
町
は
貧
民
を
連
想
さ
せ
て
い
な
い
か
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ら
、
そ
の

。
貧
民
街
。
と
し
て
の
成
立
は
、
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
詮
索
し
な
い
で
す
す
め
る
。

ま
た
彼
ら
の
職
業
・
生
活
や
、
総
じ
て
都
市
貧
民
を
論
ピ
る
こ
と
も
、
後
の
別
稿
で
果
た
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
彼
ら
貧
民
の
集
積
が
日
本
の
「
近
代
化
」
か
ら
何
を
う
け
と
っ
た
の
か
、

い
い
か
え
れ
ば
貧
民
を
「
近
代
都
市
」
が
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
を
、

い
く
つ
か
の
事
例
を
つ
う
じ
て
検
討
し
て
い
く
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

長
屋
建
築
規
則

天
保
期
（
一
八
三
三
年
）
大
坂
三
郷
の
総
人
口
三
六
九

O
O
O人
の
う
ち
借
屋
七
万
九

0
0
0軒、

（

2
）
 

六
二
一
%
が
借
屋
住
い
と
い
わ
れ
た
状
況
は
、
五

O
年
後
に
お
い
て
も
同
様
で
市
中
四
区
の
八
一
%
六
万
軒
弱
は
借
家
、
そ
の
四
二
%
は

一
世
帯
三
人
と
し
て
総
人
口
の

裏
借
家
で
あ
っ
た
（
第
一
表
）
。

コ
レ
ラ
な
ど
の
伝
染
病
は
、
大
坂
の
よ
う
な
都
市
化
の
す
す
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
被
害
甚
大
と
な
り
、

い
き
お
い
裏
借
家
は
不
衛

生
の
根
源
と
い
わ
れ
た
。

借
家
の
基
本
構
造
た
る
長
屋
の
改
造
が
問
題
化
し
た
の
は
、

コ
レ
ラ
流
行
の
最
大
の
ピ

i
ク
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
一
八
八
六
（
明
治

一
九
）
年
春
で
あ
っ
た
。

大
白
本
私
立
衛
生
会
員
が
「
衛
生
上
大
害
を
輿
ふ
る
」
長
屋
の
建
築
改
良
法
を
府
ヘ
建
議
せ
ん
と
会
議
を
開
く
筈
（
朝
日
一
九
・
四
・

こ
と
い
い
、
大
阪
府
が
「
借
家
人
の
衛
生
上
に
妨
害
を
及
ぼ
す
事
の
少
か
ら
ざ
る
に
付
：
：
：
新
た
に
借
家
建
築
に
関
す
る
規
則
を
制

定
」
（
大
日
同
・
四
・
七
）
せ
ん
と
い
う
二
つ
の
新
聞
記
事
は
、
観
酷
が
あ
る
よ
う
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
大
阪
府
知
事
建
野
郷
三
の
影

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
（
彼
は
大
日
本
私
立
衛
生
会
大
躍
支
会
の
会
頭
で
も
あ
っ
た
）
。



大阪の「市区改正」（1886)3 

四区・一郡の居住状況

A B 

旦×100区名 町村数 総戸数 自家居住 表借家 裏借家 借家小計 A 

東 157 17,223 3,865 8,994 4,364 13,358 77.6 

西 175 21, 127 3,894 9,049 8,184 17,233 81.6 

南 92 20,879 3,587 9,057 8,235 17,292 82.8 

;Jt 97 14,316 2,436 7,651 4,229 11,880 83.0 

西成郡 131 23,004 

合計 652 96,549 13,782 34,751 25,012 59,763 81.3 

第一表

「西区土佐堀通一丁目外六百五箇町村聯合町村費支出予算議案」（南区役所文書）

の「調査表」より作成。 1886（明治19）年の調査と推定。
u主）

長
屋
建
築
規
則
案
は
、
四
月
一
二
・
三
日
「
建
野
府
知
事
が
議
長
と
な
り
常
置
委
員
、

四
区
長
、
府
立
病
院
長
、
警
部
等
を
議
員
と
し
て
衛
生
会
を
開
設
し
」
（
大
日
四
・
七
）
「
十

六
箇
条
の
内
少
し
く
修
正
捌
除
あ
り
た
る
も
大
体
ハ
原
案
通
り
に
確
定
し
」
（
同
四
・
一
五
）
、

五
月
一
四
日
大
阪
府
甲
第
五
号
と
し
て
公
布
、
七
月
一
日
よ
り
施
行
と
な
っ
た
。

同
規
則
と
そ
の
後
の
附
則
追
加
（
同
年
六
月
一
九
日
）
や
改
正
（
同
一

O
月
二
ハ
日
、

（

3
）
 

一
一
一
月
六
日
、
一

J
O年
九
月
一

O
日
）
を
総
合
す
る
と

長
屋
を
一
棟
五
戸
以
内
に
限
定
、
他
の
棟
と
三
尺
以
上
離
す
（
第
四
条
・
同
改
正
）
、
敷
地
内
に
塵
芥
等

の
填
理
禁
止
（
第
五
条
追
加
）
、
窓
は
二
戸
の
一
一
方
に
建
家
坪
面
積
の
五
分
の
一
以
上
の
も
の
（
第
六
条
可

通
路
の
広
さ
六
尺
以
上
（
第
七
条
）
、
裏
長
屋
用
路
次
二
ヵ
所
以
上
（
第
八
条
改
正
）
、
二
戸
に
廊
圃
二
第

九
条
）
、
周
囲
・
芥
溜
・
大
下
水
溝
渠
を
井
戸
よ
り
一
丈
二
尺
以
上
距
る
（
第
一

O
条
）
、
糞
査
は
口
径
二

尺
深
さ
二
尺
五
寸
以
下
の
陶
器
を
叩
き
漆
喰
で
固
め
る
（
第
一
一
条
）
、
床
下
仕
切
壁
の
空
気
窓
（
第
一

二
条
）
、
床
高
一
尺
五
寸
以
上
で
軒
高
は
土
台
石
よ
り
九
尺
以
上
（
第
二
二
条
、
同
増
補
）
、
幅
六
寸
以
上

石
又
は
瓦
構
造
の
下
水
小
溝
（
第
一
四
条
）
、
周
間
・
便
器
は
長
屋
表
に
設
置
禁
止
（
第
一
六
条
）

朝
日
四
・
一
三
掲
載
の
原
案
で
は
、

一
戸
の
建
家
坪
数
三
坪
以
上
（
公
布
規
則
で
は
、

規
定
な
し
）
、
周
五
戸
以
内
に
一
箇
所
以
上
（
同
二
戸
に
一
箇
所
）
と
あ
り
、
借
家
所
有
層

へ
の
配
慮
と
衛
生
面
の
強
化
す
・
）
が
修
正
の
中
心
で
あ
ろ
う
。

構
造
自
体
に
関
す
る
規
定
は
右
に
謹
き
、
大
概
衛
生
を
基
準
に
し
た
構
造
で
あ
る
が
、

こ
の
規
則
に
よ
り
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
所
轄
警
察
署
の
権
限
で
あ
る
。
と
く
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に
第
一
七
・
一
八
条
は
一

O
月
改
正
、
附
則
追
加
は
六
月
改
正
と
い
う
よ
う
に
、
後
日
の
修
正
で
あ
る
。

長
屋
の
新
設
改
造
増
設
の
許
可
権
（
第
一
一
条
可
落
成
時
の
検
査
・
認
可
権
（
第
三
条
可
立
退
命
令
権
（
第
一
七
条
）
、
立
退
者
へ
の
長
屋
貸
与
の
認
可
権
（
第

一
八
条
）
、
現
住
長
屋
へ
の
改
造
・
居
住
禁
止
命
令
権
（
附
則
追
加
）

衛
生
問
題
は
、
大
阪
府
衛
生
課
（
一
八
八

O
年
一
月
設
置
）
の
他
、
警
察
本
署
で
も
所
掌
事
務
に
な
っ
て
お
り
（
一
八
八
二
年
九
月

警
察
職
務
規
程
、
『
大
阪
府
警
察
史
』
第
一
巻
、

一
九
七

O
年
一
一
月
、
三

O
二
頁
）
、
市
中
四
署
と
曽
根
崎
・
天
王
寺
・
堺
各
署
に
衛

生
専
務
巡
査
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
一
八
八
三
年
七
月
、
同
）
。
長
屋
建
築
規
則
に
よ
り
、
そ
の
権
限
は
拡
大
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

『
大
日
』
は
同
規
則
公
布
直
後
、
社
説
「
大
阪
府
長
屋
建
築
規
則
」
で
論
評
し
た
が
、
そ
の
視
角
は
当
事
者
問
題
に
あ
り
、
治
安
問
題

に
は
な
か
っ
た
。

社
説
は
、
「
重
も
な
る
主
意
ハ
衛
生
上
の
利
害
に
関
す
る
の
事
柄
な
れ
ば
：
：
：
之
を
非
難
す
る
こ
と
な
く
し
て
只
管
ら
賛
称
す
る
の

外
な
し
」
（
五
・
一
六
）
と
称
え
、
長
屋
の
構
造
規
程
は
「
是
迄
九
尺
二
間
の
裏
店
の
建
詰
ん
た
る
所
に
於
て
殆
ん
ど
行
ハ
レ
難
き
も
の

あ
る
べ
し
」
（
五
・
一
八
）
と
喝
破
し
た
。

之
が
為
め
に
之
を
建
築
す
る
の
費
用
を
増
し
是
迄
百
円
に
で
建
築
せ
ら
れ
し
も
の
も
今
後
ハ
百
五
十
円
若
く
ハ
二
百
円
を
要
す
る
の
割
合
と
な
り
長
屋
を

建
築
す
る
所
の
家
主
に
於
て
ハ
大
に
そ
の
影
響
を
蒙
る
こ
と
な
き
に
あ
ら
ざ
る
也
：
：
：
之
が
為
に
幾
何
か
そ
の
長
屋
の
家
賃
を
引
上
げ
て
建
築
の
費
用
の
増

加
を
補
ハ
ざ
る
を
得
、
き
る
の
必
要
を
生
、
ず
ベ
け
れ
ば
今
回
の
長
屋
建
築
規
則
に
依
て
先
づ
直
接
に
其
困
難
を
感
ず
る
も
の
ハ
家
主
に
し
て
間
接
に
多
少
の

不
利
を
享
く
る
も
の
ハ
長
屋
に
住
す
る
所
の
借
家
人
に
外
な
ら
ざ
る
也
（
同
）

現
に
居
住
し
て
い
る
借
家
人
た
ち
に
は
、
衛
生
規
制
よ
り
も
家
賃
の
上
昇
が
問
題
で
あ
っ
た
。



府
下
の
慾
張
地
主
等
ハ
兎
角
（
注
・
長
屋
建
築
規
則
の
）
故
障
を
言
ひ
立
て
h

時
日
を
遷
延
し
居
り
し
慮
追
々
期
日
の
迫
り
た
る
よ
り
慌
て
出
し
て
急
に

井
戸
掘
屋
、
左
官
、
大
工
等
を
雇
ハ
ん
と
す
る
も
彼
等
ハ
其
機
に
乗
じ
て
日
傭
貨
を
直
上
げ
し
又
た
本
焼
の
糞
壷
杯
も
頓
に
騰
貴
し
是
迄
三
十
銭
位
の
も
の

が
七
八
十
銭
以
上
に
及
び
た
る
に
ぞ
有
繋
の
家
主
も
是
れ
に
ハ
弱
り
切
っ
て
居
る
と
の
こ
と
（
大
日
八
・
七
）

こ
れ
ら
の
建
築
諸
費
の
上
昇
が
、
家
賃
の
引
上
げ
に
は
ね
か
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

貧
民
群
集
の
巣
た
る
長
屋
へ
の
規
制
が
、
大
阪
市
中
は
も
と
よ
り
東
成
・
西
成
両
郡
の
接
続
町
村
な
ど
に
施
行
（
同
規
則
第
二

O
条）

さ
れ
る
と
、
彼
ら
は
さ
ら
に
離
れ
た
町
村
に
居
住
を
強
い
ら
れ
る
。
間
接
的
な
強
制
移
住
策
と
も
い
え
る
こ
の
規
則
の
適
用
は
、
底
辺

大阪の「市区改正」（1886)

の
民
衆
、
貧
民
た
ち
に
厳
し
い
も
の
と
な
る
。

2 

（

4
）
 

貧
戸
移
転
問
題

（

5
）
 

市
中
最
大
の
「
機
寒
窟
」
（
桜
田
文
吾
）
長
町
に
は
、
特
別
の
対
策
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
治
安
問
題
の
視
点
か
ら
立
案
さ
れ
た

こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

二
年
前
の
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
一
月
一
一
日
東
京
憲
兵
隊
本
部
長
三
間
正
弘
中
佐
が
、
大
阪
憲
兵
隊
設
置
の
た
め
来
阪
し
た

（
前
掲
『
警
察
史
』
二
七
二
頁
）
。

5 

か
ね
て
滞
阪
中
な
る
三
間
憲
兵
中
佐
は
此
程
大
阪
の
末
町
中
貧
民
の
棲
慮
と
知
ら
れ
し
日
本
橋
通
元
長
町
を
巡
視
せ
ら
れ
細
か
に
そ

の
実
況
を
視
察
さ
れ
し
が
問
中
佐
の
意
見
に
て
ハ
堺
大
坂
閲
の
要
路
に
当
る
国
道
の
近
傍
に
斯
る
貧
民
を
住
居
せ
し
む
る
ハ
菅
に
其
の
外
見
の
み
な
ら
ず

衛
生
上
警
察
上
に
も
頗
る
弊
害
を
奥
ふ
る
基
な
る
可
け
れ
ば
こ
の
貧
民
は
当
路
の
地
方
官
に
告
げ
て
更
ら
に
他
の
偏
僻
の
末
町
に
移
住
せ
し
む
る
こ
と
に
せ

ん
と
或
人
に
語
ら
れ
た
る
よ
し
（
『
日
本
立
憲
政
党
新
聞
』
一
七
・
一
・
二
七
）

O
三
間
中
佐
の
意
見
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三
聞
は
、
外
見
・
衛
生
・
警
察
の
三
点
か
ら
長
町
移
転
を
提
案
し
て
い
る
。
か
貧
民
街
。
の
移
転
案
は
こ
れ
が
最
初
で
、
か
つ
衛
生
・

治
安
か
ら
の
意
義
づ
け
が
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
八
月
八
日
の
『
朝
日
新
聞
』
は
、
建
野
知
事
が
長
町
移
転
を
区
郡
長
に
相
談
し
た
こ
と
を
、

賛
意
を
も
っ
て
伝
え
た
。

O
長
町
弊
習
一
洗
の
協
議
彼
の
長
町
に
は
貧
民
の
み
の
居
住
し
て
不
潔
汚
穣
を
極
む
る
こ
と
は
今
さ
ら
い
ふ
ま
で
も
な
き
こ
と
な
る
が
目
下
悪
疫
流
行

の
際
独
り
病
毒
媒
介
の
便
を
な
す
の
み
な
ら
ず
都
会
の
地
に
し
て
此
の
如
き
場
所
あ
る
ハ
外
国
人
の
日
に
佃
刷
れ
て
も
大
に
恥
入
り
し
次
第
な
れ
ば
此
際
に

当
り
同
地
の
人
民
を
他
慮
へ
移
し
て
一
の
救
助
場
を
設
置
し
従
来
の
弊
習
を
一
洗
す
る
の
策
を
施
さ
ん
と
の
考
案
に
で
一
昨
々
日
（
注
・
八
月
五
日
）
建

野
知
事
よ
り
此
事
を
郡
区
長
に
協
議
せ
ら
れ
た
り
と
い
ふ
果
し
で
之
を
実
際
に
行
ふ
に
至
れ
ば
五
日
大
阪
の
為
め
に
は
実
に
一
面
白
を
改
む
る
所
の
も
の
あ

る
べ
し

（

6
）
 

原
史
料
に
よ
れ
ば
、
既
に
八
月
三
日
大
浦
兼
武
大
阪
府
・
警
部
長
が
、
直
接
四
区
長
・
西
成
郡
長
へ

「
貧
民
移
転
之
件
」
（
以
下
大
浦

原
案
と
い
う
）
を
示
し
て
お
り
、
建
野
｜
｜
｜
大
浦
の
主
導
的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
。

前
掲
『
朝
日
』
は
、
衛
生
と
「
外
国
人
の
目
」
l
条
約
改
正
後
の
内
地
雑
居
か
ら
長
町
移
転
を
合
理
化
し
た
が
、
大
浦
原
案
は
長
町
を

「
四
方
悪
漢
ノ
隠
遁
所
」
「
一
種
無
比
ナ
ル
難
民
ニ
シ
テ
凡
犯
罪
者
ノ
此
内
ニ
出
テ
サ
ル
モ
ノ
稀
」
「
他
府
県
ノ
徒
、
罪
ヲ
犯
ス
時
ハ
必
ス

先
ツ
走
テ
窓
ニ
投
ス
」
と
、
ま
ず
治
安
悪
化
の
根
源
と
き
め
つ
け
、
そ
の
後
「
不
潔
」
・
コ
レ
ラ
「
患
者
メ
最
モ
多
キ
」
と
衛
生
問
題
に

広
げ
て
い
る
。
貧
民
一
掃
策
は
、
「
将
来
四
区
西
成
郡
一
一
於
テ
病
災
ヲ
防
ク
ノ
利
益
」
を
期
す
る
が
、
治
安
鎮
静
と
の
両
面
策
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
大
日
』
が
、
「
其
趣
意
ハ
畢
寛
悪
漢
等
の
巣
窟
を
一
掃
す
る
と
土
地
の
不
潔
を
除
か
る
冶
故
な
る
べ
き
L

（
八
・
一
八
）
と
看
破
し
て



い
る
の
は
、
達
見
だ
ろ
う
。

大
浦
原
案
は
、
長
町
の
他
市
中
の
全
貧
民
の
一
一
掃
を
企
図
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
長
屋
建
築
規
則
で
は
寸
市
街
裏
屋
ノ
如
キ
ハ
其
一

町
中
甚
タ
多
カ
ラ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
改
築
ス
ル
亦
大
ニ
難
事
ニ
ア
ラ
ス
ト
難
モ
」
、
こ
れ
ら
の
大
型
か
貧
民
街
。

一
掃
は
で
き
な
い
と
判

断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

同
案
付
属
の
「
別
表
」
（
第
二
表
参
照
）
で
は
、
四
区
一
郡
二
八
町
三
村
一
八
六
七
戸
（
九
月
提
案
の
二
戸
平
均
三
人
と
す
れ
ば
五
六

O
一
人
）
の
移
転
を
計
画
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
市
中
の
各
所
に
「
貧
民
」
「
媛
屋
」
が
広
が
っ
て
い
た
。

大阪の「市区改正」（1886)

大
浦
原
案
に
区
郡
長
五
人
が
同
意
し
、
四
区
一
郡
聯
合
町
村
会
（
正
式
に
は
「
西
区
土
佐
堀
通
一
丁
目
外
六
百
五
箇
町
村
聯
合
町
村

会
」
）
が
設
置
さ
れ
た
。
二
五
名
の
議
員
が
選
出
（
区
村
会
議
員
の
五
撰
）
さ
れ
（
第
三
表
）
、
八
月
二
三
日
開
会
管
理
者
渡
辺
鼎
南
区
長

が
議
案
を
、
大
浦
警
部
長
と
内
藤
真
三
四
府
議
事
課
長
宛
に
「
御
内
閲
ニ
供
シ
：
：
：
不
都
合
ノ
廉
夫
々
御
指
示
有
之
度
」
と
提
出
し
、

同
時
に
各
区
郡
長
へ
も
送
付
し
た
。

議
案
の
「
説
明
」
は
骨
舎
を
盾
に
取
り
口
治
安
を
隠
蔽
し
た
。
冒
頭
で
府
下
の
虎
列
桂
そ
の
他
伝
染
病
の
流
行
を
あ
げ
、
「
生
営
上
奥
行

其
他
：
：
：
直
接
間
接
ニ
損
毛
ヲ
致
：
：
：
貴
重
ノ
生
命
ヲ
亡
失
ス
ル
等
実
ニ
府
民
ノ
不
幸
」
だ
か
ら
、
都
市
改
造
が
必
至
だ
と
い
う
。

就
中
日
本
橋
筋
三
丁
目
以
南
及
高
津
新
地
上
町
本
田
其
他
市
端
諸
町
ノ
細
民
ニ
至
リ
テ
ハ
叢
爾
タ
ル
媛
小
ノ
長
屋
ニ
数
人
群
居
シ
大
気
日
光
ヲ
求
引
ス
ル
ニ

由
ナ
ク
居
室
周
囲
相
隣
リ
井
戸
溝
渠
相
接
ス
ル
等
汚
臭
ノ
中
ニ
呼
吸
ス
ル
モ
ノ
多
シ

つ
ま
り
「
自
然
伝
染
病
ヲ
誘
起
ス
ル
十
中
ノ
八
九
」
は
。
貧
民
街
。
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
。

7 

断
然
此
摂
生
不
良
ノ
輩
ニ
対
ス
ル
処
置
方
ヲ
講
シ
公
衆
ノ
禍
害
ヲ
予
防
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
・
：
・
：
彼
ノ
日
本
橋
筋
三
丁
目
以
南
其
他
町
端
長
屋
ノ
如
キ
ハ
家
屋

粗
造
衛
生
上
危
険
ニ
シ
テ
改
築
セ
シ
ム
ヘ
キ
戸
数
彩
多
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
改
修
ノ
時
ニ
方
リ
這
ニ
此
数
多
ノ
細
民
ヲ
撤
去
セ
シ
ム
ル
砕
ハ
忽
チ
住
所
ヲ
失
ヒ
路
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第二表 「貧戸」移転計画の推移

区 回T キす 大浦原案の戸数 九月提案の戸数（人数） 十月提案の戸数

日本橋筋三、丁目 89 626(1,878) 500 
同 四丁目 389 856 (2' 568) 746 
同 五丁目 494 809(2,427) 678 

高 j幸町一番丁 1 
同 二番丁 4 
同 三番丁 2 8 (24) 6 
同 四番了 5 16 (48) 11 

南区 同 五番了 18 (54) 15 
同 六番丁 16 13 (39) 16 
同 七番丁 19 32 (96) 48 
同 八番丁 2 4 (12) 3 
同 九番丁 12 18 (54) 14 
御 蔵跡 田I 28 28 (84) 13 
上本町三丁目 32 

言十 13ヵ胃I1,093 11ヵ田J2, 428'(7, 284) 11ヵ田J2,050
空 ,e,, 町 1 
メ7入 井 町一 2 
木 幡 田I 11 16 (48) 10 
河内町二丁目 8 

北区 綿 屋 回T 2 
岩井町一丁目 3 
同 二了目 17 (51) 10 
古 JI I 田I 4 

づ、 言十 7ヵ田I 31 2ヵ岡I 33 (99) 2ヵ回T 20 
谷町四丁目 8 
同 五丁目 10 

東区 内久宝寺町一丁目 2 
和泉町一丁目 17 42 (126) 30 

言十 4ヵ岡了 37 1ヵ岡I 42 (126) 1ヵ町 30 
阿波座・阿波堀 94 
立 7士E 堀

西区 本 田 119 a 30 (90) b 30 
キ公 島 4 c 14 (42) d 20 
寸、 計 4ヵ岡：I 217 2ヵ凹I 44 (132) 2ヵ凹I 50 
聖韮 i皮 キf 447 94 (282) 250 

西成郡
上 福 向鳥 ヰす 9 34 (102) 
下 福 鳴 干す 33 25 (75) 

言十 3ヵキf 489 3ヵ村 153 (459) lヵキf 250 
天王 寺 ヰす 300 

東成郡
づ、 計 1ヵキt 300 

ぷ口〉、 言十
31ヵ町？？ 19ヵ町村 18ヵ匝丁干す
1,867 2, 700(8,100) 2,700 

（出典） 大浦原案と九月提案（四区一郡聯合町村会）は、「南区役所文書」、十月提案（四
区二郡聯合町村会）は、『朝日新聞』明治19年10月17日による。

（注） a・ b地名は「本田三番困了」、 c同じく「本田通三丁目」、 d同じく「本田通一丁目J



大阪の「市区改正」（1886)9 

聯合町村会議員一覧

じて
四区一郡聯合町村会議員

~ 
四区二郡聯合町村会議員

氏 名 f主 所 備 考 氏 名 住 所 備 考

東区 泉由次郎 本町三丁目 区・府・古物商 東区 泉由次郎 向左 同左

樋口重兵衛 久宝寺町三丁目 区・府 樋口重兵衛 同左 同左

大井卜新 平野町四丁目 区・府・薬種鴎 豊田文三郎 高麗橋三丁目 府・貿易商

長尾藤三 谷町四丁目 区・両替商 門田利助 唐物町三丁目 府・紙商

湯川福太郎 石町二丁目 区 西区 石上儀助 同左 同左

西区 石上儀助 新町通三丁目 区・府 佐野奥兵衛 同左 同左

佐野奥兵衛 新町南通一丁目 区・府 大三輪長兵衛 同左 同左

大三輪長兵衛 北堀江通五丁目 区・府・銀行役員 扇谷五兵衛 同左 同左

扇谷五兵衛 江戸堀1t通五丁目 区－府舶来品商 南区 安井健治 同左 同左

青本松右衛門 何j度座一丁目 区 貴国孫次郎 同左 同左

南区 安井健治 長堀通二丁目 区・府 亀岡徳太郎 順慶町通四丁目 府・足袋蕗

武田源兵衛 難波新地二番町 区・府・元戸長 浮田桂造 安堂寺橋通四丁目 府・売薬商

松村九兵衛 心斎橋筋一丁目 区・元府・書籍商 北区 山口幸七 同左 同左

賞回孫次郎 内安堂寺町一丁目 区・蝋商 北田音吉 同左 同左

三田政右衛門 二ツ井戸町 区 大島良輔 同左 同左

北区 山口幸七 宗是匝T区・府銀行役員 細原清太郎 壷屋町二丁目 府・元戸長

北田音吉 天神橋筋一丁目 区・府 東成郡 桑野治郎作

勝浦庄次郎 富島町 区・元府・元戸長 井上七郎兵衛
（注）

大島良輔 北森町 区 三谷作助

斎藤嘉七 堂島裏一丁目 区－株式仲買商 塩田嘉一郎

西成都 大西直孝 上福島村 村・府 西成郡 大西直孝 同左 同左

平松徳兵衛 九条村 村・府 平松徳、兵衛 同左 同左

柿本宗兵衛 難波村 村・元府 柿本宗兵衛 同左 同左

中野治兵衛 主賓 キf 村・府 丸井佐助 下福島村

橋本房次郎 成小路村 村

第三表

左欄の氏名・住所・区村会議員は「南区役所文書」、右欄の氏名・住所は『朝日』

10・5、10・6（区会議員かどうかは不明）、両欄とも府会議員は「大阪府会史』、

職業は新聞等。

『朝日』 10・2によると、天王寺村・西玉造村・南・北平野町・東高津村・野田村

から選出。

（出典）

（注）

巷
に
初
復
ス
ル
カ
如
キ
旧
二
倍
、
ン
醜
体
ヲ

造
出
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
：
：
：
故
ニ
今
団
地
ヲ

西
成
郡
難
波
村
西
南
端
ニ
卜
シ
（
注
・
場
所

特
定
は
初
め
て
）
東
西
南
北
ノ
四
区
及
西

成
都
／
聯
合
町
費
ヲ
以
テ
若
干
町
歩
ヲ
購

ヒ
恰
当
ノ
共
有
家
屋
先
ツ
弐
千
七
百
戸
ヲ

設
営
シ
テ
一
廓
ト
ナ
シ
彼
／
貧
民
中
目

下
閣
キ
難
キ
者
則
別
表
ニ
掲
記
セ
ル
町
村

／
戸
口
等
ヲ
玄
ニ
転
住
セ
シ
メ
自
余
ハ
漸

ヲ
以
テ
之
ヲ
移
転
セ
シ
メ
而
シ
テ
旧
屋

ハ
長
屋
建
築
規
則
井
戸
取
締
規
則
及
ヒ
特

別
／
取
締
方
ヲ
以
テ
相
当
ノ
処
分
ヲ
ナ
シ

将
来
現
時
ノ
如
キ
摂
生
不
良
輩
ノ
棲
家
タ

ラ
シ
ム
ル
寸
ヲ
制
セ
ン
ト
ス

計
画
で
は
一
反
一
六
五
円
（
上
毛
手

当
一
五
円
を
含
む
）
で
一

O
町
歩
（
三

万
坪
）
を
買
収
、
建
坪
三
坪
の
平
家
千

戸
、
同
二
坪
千
七
百
戸
の
住
居
を
坪

単
価
四
円
計
一
万
二
八

O
O円
で
建

築
、
橋
・
井
戸
・
周
周
・
芥
溜
・
街
燈
・
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樹
木
・
道
路
等
の
新
設
を
含
め
土
木
費
四
万
八
二
四
七
円
八

O
銭
を
四
区
一
郡
で
負
担
（
戸
数
割
四
四
・
七
%
、
営
業
割
三
五
・
一
%
、

地
価
割
二
0
・
二
%
）
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

新
聞
で
は
次
の
よ
う
な
計
画
も
伝
え
ら
れ
、
徹
底
し
た
固
い
込
み
的
住
居
区
構
想
の
存
在
を
思
わ
せ
る
。

聞
く
所
に
よ
れ
ば
其
共
有
家
屋
ハ
難
波
村
の
内
三
万
坪
に
建
設
さ
る
為
由
に
て
尚
ほ
外
に
貧
民
授
産
場
を
設
け
て
夫
、
マ
産
業
を
授
け
佐
島
山
一
中
酔
静
排
作

ヘ
出
さ
し
め
ざ
る
方
法
も
あ
る
と
か
尤
も
其
建
家
に
ハ
二
坪
に
三
人
、
三
坪
に
五
人
位
を
居
住
せ
し
め
総
人
員
ハ
無
慮
一
万
千
人
余
な
り
と
又
同
区
域

内
ヘ
ハ
白
米
小
売
商
五
軒
、
薪
炭
商
三
軒
、
荒
物
商
三
軒
、
煮
売
商
四
軒
、
八
百
屋
二
軒
、
蒲
団
貸
一
一
軒
、
質
屋
一
一
軒
、
風
呂
屋
四
軒
、
理
髪
店
二
軒
と
共

同
事
務
所
及
び
医
師
等
を
も
置
か
る
温
計
画
な
り
と
（
圏
点
引
用
者
、
大
日
九
・
一
二
）

ま
た
移
転
対
象
は
、
大
浦
原
案
よ
り
戸
数
（
当
然
人
口
も
）
を
一
千
戸
近
く
も
増
加
さ
せ
（
第
二
表
）
、
貧
民
一
掃
を
徹
底
さ
せ
た
。
と

く
に
日
本
橋
筋
三
1
五
丁
目
の
裏
長
屋
は
二
五
四
六
戸
六
九
六

O
人
（
南
区
役
所
調
査
）
だ
か
ら
、
戸
数
で
九
0
・
0
%
、
人
口
で
九

八
・
八
%
の
人
々
を
追
放
す
る
こ
と
に
な
り
、
南
区
全
体
の
裏
借
家
の
二
七
・
八
%
を
取
り
壊
す
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

不
良
住
宅
の
撤
去
、
遠
か
ら
ぬ
地
（
約
二
キ
ロ
西
）

へ
の
移
転
と
公
費
に
よ
る
改
良
住
宅
建
設
と
い
う
構
想
自
体
は
、
す
で
に
一
八

五
一
年
英
国
の
労
働
者
住
宅
法
等
の
存
在
が
周
知
（
朝
日
九
・
五
）
と
し
て
も
、

一
九
二
0
年
代
の
大
阪
市
政
に
先
行
す
る
都
市
政
策

市
街
地
再
開
発
政
策
で
あ
っ
た
。

「
説
明
」
に
い
う
跡
地
の
「
相
当
ノ
処
分
」
と
は
、

「
其
跡
に
ハ
八
坪
以
上
の
家
屋
を
建
築
し
追
争
中
島
一
ん
の
住
居
地
と
為
さ
ん
と
の

主
意
」
（
圏
点
引
用
者
、
大
日
八
・
一
八
）
で
、
渡
辺
南
区
長
の
八
月
一
八
日
付
内
藤
議
事
課
長
宛
「
貧
民
移
転
取
締
方
概
喜
見
込
書
」

に
も
相
当
箇
所
が
み
ら
れ
る
。

渡
辺
は
「
殊
ニ
長
町
、
外
数
十
町
村
ノ
悪
漢
ヲ
市
外
ニ
放
置
ス
ル
ハ
市
内
ノ
不
利
有
害
ニ
基
因
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
キ
ニ
付
：
：
：
成
へ



ク
一
里
以
外
ノ
地
を
選
」
ベ
、
と
治
安
的
立
場
か
ら
提
案
の
難
波
村
よ
り
遠
方
へ
の
移
転
（
「
一
里
」
で
は
西
成
郡
を
こ
え
住
吉
郡
に
至

る
、
朝
日
八
・
一
七
は
「
（
難
波
村
）
ハ
余
り
市
中
に
接
近
す
る
と
の
説
も
あ
れ
ば
或
ハ
西
成
郡
八
幡
屋
新
田
辺
に
改
む
る
事
も
あ
ら
ん

か
と
も
云
ふ
」
、
同
新
田
は
長
町
よ
り
西
に
五
・
五
キ
ロ
、
市
の
西
端
よ
り
東
南
へ
三
キ
ロ
の
海
岸
ベ
り
）
を
要
請
し
、
「
惣
テ
警
察
官
ニ

於
テ
戸
数
及
期
日
等
ヲ
定
メ
年
々
他
へ
移
住
者
ク
ハ
退
去
セ
シ
ム
事
L

と
し
、
「
移
転
跡
即
チ
長
町
外
数
十
ヶ
町
村
ノ
家
屋
ハ
当
分
居
住
ヲ

禁
止
シ
若
ク
ハ
取
襲
夕
、
ン
メ
後
単
独
ノ
表
建
々
坪
十
坪
以
上
ノ
家
屋
ヲ
建
設
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
警
察
署
ニ
出
願
セ
シ
メ
之
ヲ
許
可
ス

ル
寸
ア
ル
ヘ
シ
」
。
十
坪
以
上
の
二
戸
建
か
ら
な
る
中
級
住
宅
街
へ
の
転
身
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

大阪の「市区改正」（1886)

長
町
住
人
相
手
を
生
業
と
す
る
小
商
人
の
中
に
は
、
移
転
に
反
対
す
る
動
き
が
あ
っ
た
（
大
日
八
・
一
八
）
。

次
に
当
然
長
町
等
の
貧
民
自
身
が
反
対
し
て
い
た
。

O
鵬
駒
山
内
議
事
を
傍
聴
す
今
回
の
聯
合
町
村
会
ハ
例
に
な
く
傍
聴
人
多
く
し
て
毎
日
凡
そ
八
十
余
名
に
及
び
多
く
ハ
日
本
橋
辺
の
者
の
知
く
中
に
は
破

落
戸
の
重
立
ち
た
る
者
数
名
あ
り
て
：
・
：
・
い
か
な
る
暴
行
を
も
な
し
か
ね
ま
じ
く
見
え
し
が
議
案
の
遂
に
廃
案
に
帰
せ
し
を
以
て
彼
等
い
づ
れ
も
喜
色
を
顕

ハ
せ
り
（
大
日
九
・
七
）

第
三
の
反
対
グ
ル
ー
プ
は
西
成
郡
の
農
民
で
あ
る
。

西
成
郡
内
に
て
ハ
市
街
接
続
の
曽
根
崎
村
及
び
上
、
下
福
嶋
村
等
の
内
取
挽
ふ
べ
き
見
込
の
人
家
は
旗
か
に
二
百
余
戸
に
過
ぎ
ず
然
る
に
該
費
用
は
一
万
二

三
千
円
の
巨
額
を
負
担
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
予
算
に
て
剰
へ
同
郡
部
内
へ
向
け
市
中
を
追
携
ハ
れ
し
無
頼
の
徒
を
移
住
せ
し
む
る
事
な
れ
ば
同
郡
全
体
の
利

害
に
一
大
関
係
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
其
費
用
徴
収
方
に
於
て
も
区
郡
聯
帯
に
て
は
不
都
合
な
り
と
の
議
論
起
り
て
（
大
日
八
・
二
八
）

同
郡
の
聯
合
町
村
会
議
員
五
名
（
同
）
と
同
郡
戸
長
三
五
名
全
員
（
朝
日
八
・
二
八
）
が
八
月
二
六
日
間
郡
下
福
島
村
妙
徳
寺
に
集
会
し

11 

た
。
彼
ら
西
成
郡
の
指
導
層
は
、
八
月
コ
二
日
建
野
府
知
事
へ
、
四
区
内
貧
民
の
同
郡
難
波
村
へ
の
移
転
、
費
用
賦
課
と
も
に
「
実
に
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迷
惑
千
万
な
れ
ば
右
郡
村
（
西
成
郡
百
余
箇
村
）
に
限
り
同
聯
合
会
を
分
離
せ
ら
れ
た
し
」
と
の
親
展
書
を
提
出
し
た
（
大
日
九
・
二
）

が
、
当
然
却
下
さ
れ
た
（
同
九
・
九
）
。
彼
ら
も
聯
合
会
の
傍
聴
人
の
列
に
加
わ
っ
た
。
九
月
六
日
に
は
「
傍
聴
も
二
百
十
四
名
の
多
き

に
及
」
（
同
九
・
八
）
ん
だ
。

結
局
四
区
一
郡
聯
合
町
村
会
は
、
九
月
三
1
七
日
開
催
に
な
り
、
本
論
で
あ
る
土
木
費
支
出
案
は
、
九
月
四
日
に
審
議
さ
れ
た
。

こ
の
九
月
四
日
の
『
大
日
』
は
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
大
阪
支
会
の
虎
列
投
病
撲
滅
法
審
理
委
員
の
「
宜
し
く
奮
発
し
て
夫
の
市
区

改
正
を
断
行
せ
、
さ
る
べ
か
ら
ず

否
ら
ざ
れ
ば
充
分
そ
の
効
を
奏
す
る
能
ハ
、
ざ
る
べ
し

尤
も
右
ハ
頗
る
大
事
業
に
し
て
実
際
行
ハ
れ

難
き
事
情
も
あ
れ
ば
先
づ
裏
長
屋
に
制
限
を
立
て
可
成
的
空
地
を
存
し
樹
木
を
植
付
け
空
気
を
し
て
新
鮮
な
ら
し
め
」
る
意
見
の
存
在

を
報
じ
、
裏
長
屋
対
策
の
必
要
を
示
唆
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聯
合
町
村
会
は
原
案
賛
成
四
、
反
対
一
八
（
出
席
二
二
）
で
提
案
を
否
決
し
た
。

原
案
賛
成
者
は
、
区
部
の
安
井
健
治
・
長
尾
藤
三
・
大
井
卜
新
他
一
で
、
安
井
は
「
我
大
阪
市
区
の
為
め
に
ハ
早
晩
此
挙
な
か
る
可

ら
ず
今
日
悪
疫
流
行
の
時
に
当
て
此
断
行
を
企
て
た
る
ハ
頗
る
機
会
に
適
合
せ
り
」
（
大
日
九
・
七
）
と
賛
意
を
表
し
た
。

反
対
論
者
は
、
区
部
で
泉
由
次
郎
・
扇
谷
五
兵
衛
・
佐
野
奥
兵
衛
・
貴
田
孫
次
郎
・
勝
浦
庄
次
郎
・
北
田
音
吉
、
郡
部
で
中
野
治
兵

衛
・
大
西
直
孝
・
平
松
徳
兵
衛
・
柿
本
宗
兵
衛
ら
が
発
言
し
、
「
斯
る
一
小
部
分
に
関
す
る
姑
息
法
は
他
日
真
の
改
良
を
計
ら
ん
と
す

る
に
至
り
却
て
不
経
済
た
る
を
免
れ
ざ
る
べ
し

殊
に
昨
年
の
水
害
と
云
ひ
本
年
の
投
病
と
云
ひ
府
民
困
難
を
極
む
る
の
今
日
な
れ
ば

負
担
に
任
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
扇
谷
か
佐
野
の
発
言
、
朝
日
九
・
七
）
と
重
課
反
対
を
主
張
し
て
多
数
意
見
を
組
織
し
た
が
、
反
対
の

糸
口
を
き
っ
た
泉
が
原
案
に
は
「
絶
て
移
動
費
即
ち
該
家
屋
所
有
者
が
直
接
に
蒙
ぶ
る
所
の
損
失
を
補
填
す
べ
き
目
途
な
し
」
（
同
）
と

詰
め
寄
っ
た
の
は
、
地
主
・
家
主
層
の
利
益
を
代
弁
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
四
日
、
立
石
包
正
西
区
長
は
「
跡
地
の
家
屋
ハ
家
主
に



聾
た
し
む
」
大
日
九
・
七
、
と
答
弁
し
て
い
る
か
ら
、
家
賃
・
小
売
収
入
等
の
激
減
以
外
に
、
家
屋
取
捜
し
費
用
も
必
要
と
な
る
）
。

九
月
六
日
建
野
府
知
事
よ
り
の
同
議
案
を
再
議
に
附
す
と
の
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
出
席
一
八
名
中
賛
成
は
長
尾
の
み
で
、
再
ぴ

否
決
し
た
。

し
か
し
、
府
は
可
決
を
め
ざ
し
新
た
に
四
区
二
郡
聯
合
町
村
会
（
同
様
に
接
続
町
村
を
含
む
東
成
郡
の
参
加
を
求
め
る
反
対
論
を
考

慮
し
て
）
の
開
催
を
決
め
、
議
案
の
修
正
に
と
り
か
か
ら
せ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
「
該
会
の
議
事
ハ
当
府
民
に
し
て
ハ
美
挙
と
も
称
す
べ
き
事
柄
な
る
を
以
て
其
選
に
当
ら
ん
事
を
熱
望
し
居
る
被
選

大阪の「市区改正」（1886)

挙
人
多
し
」
（
朝
日
八
・
一
七
）
と
い
わ
れ
、
『
朝
日
』
の
一
貫
し
た
支
持
（
報
道
記
事
の
他
、
社
説
「
旧
名
護
町
人
民
の
移
転
」
九
・
四

ー
七
な
ど
）
も
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
否
決
さ
れ
た
の
か
。
次
節
で
そ
の
解
答
も
用
意
さ
れ
る
。

3 

監
諒
郊
外
移
転
計
画

聯
合
町
村
会
に
続
い
て
、
九
月
一
四
1
二
O
日
臨
時
大
阪
府
会
が
聞
か
れ
た
。
案
件
は
、
北
区
中
之
島
・
若
松
両
監
獄
の
堀
川
監
獄

（
西
成
郡
川
崎
・
北
野
両
村
）
へ
の
統
合
移
転
案
全
一
ヵ
年
に
二
六
万
五

O
O
O円
支
出
）
と
そ
の
予
算
で
あ
っ
た
。

こ
の
案
件
は
、
前
年
一
一

1
一
二
月
の
通
常
府
会
に
も
一
部
提
案
さ
れ
た
が
「
経
費
節
減
ノ
折
柄
之
ヲ
他
日
ニ
譲
リ
」
（
大
阪
府
内
務

部
『
大
阪
府
会
史
』
第
一
篇
、

一
九

O
O年
七
月
刊
、
四
七
六
頁
）
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

建
野
府
知
事
は
、
継
続
提
案
の
必
要
を
九
月
一
四
日
の
開
会
式
で
、

13 

其
位
置
ニ
蓋
ケ
ル
モ
市
街
ノ
中
ニ
商
マ
ツ
テ
兇
漢
悪
徒
ヲ
囚
置
ス
ル
ニ
適
セ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

害
実
ニ
少
ナ
シ
ト
セ
ス
（
同
五

O
九
頁
）

構
内
ノ
狭
隆
ナ
ル
監
房
ノ
不
足
ナ
ル
治
獄
ニ
衛
生
ニ
其
障
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と
述
べ
、
「
今
日
ハ
復
タ
猶
予
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ノ
時
期
」
だ
と
促
し
た
（
同
）
。
こ
の
移
転
計
画
も
、
治
安
・
衛
生
の
両
面
か
ら
立
案
さ
れ

て
い
る
の
を
確
認
し
て
か
く
。
9

監
獄
費
の
議
案
説
明
書
4

も、

抑
数
千
の
悪
漢
兇
徒
を
入
る
h

監
獄
を
市
街
の
中
央
に
置
く
ハ
頗
る
危
険
に
し
て
一
朝
変
を
生
ず
る
に
至
り
遂
に
全
市
を
し
て
如
何
な
る
災
害
を
蒙
ら
せ
し

む
る
や
測
る
可
か
ら
ず
深
く
将
来
を
思
慮
す
れ
ば
傑
然
と
し
て
恰
も
針
上
に
座
す
る
と
感
を
同
う
せ
り
聞
く
欧
米
諸
国
皆
之
を
市
街
遠
隔
の
地
に
設
け

以
て
予
め
良
民
の
安
寧
幸
福
を
計
ら
ざ
る
な
し
と
（
大
日
九
・
一
六
）

大阪の「市区改正」（1886)

と
一
層
明
確
に
治
安
的
立
場
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
府
会
の
議
論
は
、

監
獄
の
改
築
ハ
敢
て
之
を
否
と
す
る
に
非
ぎ
れ
ど
も
顧
み
て
我
民
カ
の
消
長
如
何
を
観
察
す
れ
ば
彼
の
連
年
の
不
景
気
に
遭
会
し
て
最
も
疲
弊
を
極
め

た
る
に
緩
て
h

加
へ
て
客
年
の
水
害
大
に
我
府
民
を
虐
げ
俄
か
に
幾
十
万
円
の
地
方
税
の
負
担
を
重
ね
た
る
の
み
な
ら
ず
之
が
為
め
財
を
失
ひ
産
を
倒
し

困
頓
流
離
殆
ん
ど
死
地
に
頻
し
た
る
ハ
既
に
満
場
各
位
の
目
撃
せ
る
所
な
り
（
南
河
内
・
志
紀
郡
選
出
・
東
尾
平
太
郎
・
旧
立
憲
政
党
員
・
大
日
九
・
一
七
）

に
代
表
さ
れ
る
「
民
力
休
養
」
（
「
全
廃
ノ
要
旨
」
、
前
掲
『
府
会
史
』
五
一

O
頁
）
論
が
強
く
、
九
月
一
五
日
全
廃
説
が
三
三
名
の
賛
成

を
得
て
（
出
席
議
員
六
二
名
）
可
決
さ
れ
た
（
朝
日
九
・
一
七
）
。

全
廃
を
主
張
し
た
の
は
東
尾
の
他
、
磯
田
清
平
（
大
和
・
宇
智
郡
）
、
溝
端
佐
太
郎
（
南
河
内
・
丹
南
郡
）
等
で
「
全
廃
論
者
の
過
半

ハ
多
く
郡
部
に
在
り
て
」
（
朝
日
九
・
一
九
、
ち
な
み
に
府
会
は
区
部
議
員
二

O
、
堺
・
大
和
を
含
む
郡
部
議
員
五
二
の
計
七
二
名
）
、
二

O
日
再
議
に
付
さ
れ
た
際
も
六
五
名
中
三
六
名
で
再
び
全
廃
説
を
決
め
て
い
る
（
同
）
。

『
朝
日
』
の
論
説
は
こ
の
決
議
を
論
難
し
て
い
う
。

15 

思
ふ
に
彼
の
否
決
論
者
は
去
十
四
年
以
来
猶
も
杓
子
も
口
に
す
る
所
の
不
景
気
と
云
ふ
三
字
を
脳
裏
に
貯
蓄
し
不
景
気
の
熱
に
侵
さ
れ
唯
差
当
て
金
さ
え
出

さ
ず
ば
乃
ち
好
し
と
想
像
し
て
（
九
・
一
七
）
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『
朝
日
』
の
い
う
よ
う
に
、
先
の
貧
戸
、
こ
の
監
獄
、
両
移
転
計
画
否
決
の
根
底
に
は
、
松
方
デ
フ
レ
下
の
民
力
凋
衰
が
あ
っ
た
の
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
東
尾
ら
民
権
家
の
い
う
「
民
力
休
養
」
論
は
、
そ
れ
で
こ
そ
反
対
派
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
り
え
た
。

し
か
し
議
論
を
よ
く
み
る
と
、
監
獄
移
転
統
合
計
画
に
「
区
部
議
員
は
概
ね
原
案
に
賛
成
し
」
（
朝
日
九
・
二
二
、
少
な
く
と
も
泉
由

次
郎
・
佐
野
奥
兵
衛
の
他
豊
田
文
三
郎
（
東
区
）
・
浮
田
桂
造
（
南
区
）
・
亀
岡
徳
太
郎
（
同
）
は
賛
成
論
を
発
言
し
て
い
る
か
ら
（
朝
日

九
・
一
六
、
二
二
、
彼
ら
の
長
町
等
移
転
反
対
の
真
の
理
由
は
、
泉
が
九
月
四
日
巴
述
べ
た
よ
う
な
地
主
・
家
主
層
の
利
害
に
基
く
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

4 

ふ
た
た
び
貧
戸
移
転
問
題

区
部
選
出
府
会
議
員
の
矛
盾
し
た
発
言
に
窺
え
る
地
主
・
家
主
層
の
利
害
代
弁
の
姿
勢
に
対
し
て
、
府
・
四
区
の
貧
戸
移
転
計
画
修

正
案
は
「
其
移
転
を
要
す
る
家
屋
の
持
主
に
幾
許
か
の
費
金
を
与
ふ
る
事
」
を
加
え
た
と
い
う
「
風
説
」
（
朝
日
九
・
二
一
一
）
も
流
さ
れ

た
が
、
当
局
の
ひ
き
だ
し
た
教
訓
は
「
前
会
の
如
き
傍
聴
人
等
が
傍
聴
席
に
於
て
原
案
賛
成
者
を
窃
に
譲
り
否
決
論
者
の
言
を
聞
て
は

慢
り
に
拍
手
喝
采
の
声
を
発
す
る
等
の
不
体
裁
な
か
ら
し
め
」
（
朝
日
九
・
二
一
二
）
と
傍
聴
人
の
圧
迫
を
排
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
た
だ

し
十
月
会
議
の
傍
聴
人
は
、
朝
日
・
大
日
の
記
述
に
は
な
い
が
、
『
朝
野
新
聞
』
一

0
・
二
一
は
「
議
場
に
詰
掛
る
も
の
百
余
名
」
と
あ

る
世
論
形
成
に
関
わ
り
を
も
っ
一
つ
の
意
見
が
こ
の
間
発
表
さ
れ
て
い
る
。
八
月
一
七
日
大
阪
商
法
会
議
所
（
会
頭
藤
田
伝
三
郎
）
よ

り
帝
国
大
学
へ
質
問
し
て
い
た
「
虎
列
詑
病
撲
滅
根
治
法
」
が
九
月
二
二
日
付
で
答
申
さ
れ
（
医
科
大
学
教
授
大
沢
謙
二
・
緒
方
正
規
・

ベ
ル
ツ
）
、
『
朝
臼
』
『
大
目
』
同
時
に
一

O
月
七
日
か
ら
一
三
日
ま
で
連
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
答
申
は
「
虎
列
投
予
防
上
最
も
確
乎
た



る
事
実
（
即
ち
善
良
の
成
績
あ
り
し
衛
生
法
）
」
と
し
て
い
う
。

高第
百四

6号
八？
過
多
の
住
民
を
麿F
集2

せ
し
め
ざ
る

と

若
し
行
ひ
得
ベ
く
パ
最
も
貧
嚢
の
人
民
を
多
少
市
区
よ
り
隔
た
り
た
る
慮
に
住
居
せ
し
む
る
事

貧
戸
移
転
計
画
の
正
し
さ
は
、

A
7
回
帝
国
大
学
か
ら
も
権
威
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

議
員
の
改
選
も
命
ピ
ら
れ
た
が
、
原
案
賛
成
派
で
あ
っ
た
長
尾
や
大
井
（
安
井
は
九
月
六
日
の
再
議
の
時
反
対
派
に
回
っ
た
）
が
わ

大阪の「市区改正」（1886)

ろ
さ
れ
、
反
対
派
の
豊
田
ら
に
差
し
替
え
ら
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
（
第
三
表
）
。

同
時
に
府
は
、
移
転
予
定
地
難
波
村
の
南
西
隅
・
字
久
保
吉
の
畑
地
七
町
二
反
余
の
買
収
交
渉
を
開
始
さ
せ
（
朝
日
九
・
二
五
可
既

成
事
実
守
つ
く
り
を
狙
っ
た
。
し
か
し
、
九
月
二
三
日
集
め
ら
れ
た
村
会
議
員
八
名
や
大
地
主
柿
本
宗
兵
衛
を
含
む
地
主
百
余
名
は
「
不

服
を
唱
ふ
る
者
多
」
（
同
）
か
っ
た
。

田
部
密
西
成
郡
長
の
説
得
に
応
ピ
て
、
難
波
村
戸
長
成
舞
長
左
衛
門
が
所
有
地
一
町
歩
の
売
却
を
決
意
す
る
と
、
村
民
は
「
夫
が
た

め
村
民
一
同
は
甚
し
き
迷
惑
」
と
「
迫
り
込
」
（
朝
日
九
・
二
九
）
ん
だ
。
板
ば
さ
み
に
な
っ
た
成
舞
が
戸
長
を
辞
職
す
る
と
、
村
民
が

後
任
に
望
ん
だ
（
朝
日
一

0
・
二
八
）
の
は
、
地
主
代
表
と
し
て
郡
長
と
の
交
渉
を
依
嘱
さ
れ
て
い
た
（
大
日
一

0
・
九
）
反
対
派
の

リ
ー
ダ
ー
格
柿
本
宗
兵
衛
で
あ
っ
た
。

一
O
月
六
日
に
は
同
村
々
会
議
員
・
組
長
ら
五

O
余
人
が
協
議
し
、
七
日
村
民
総
代
の
「
答
弁
書
」
を
郡
長
に
差
出
し
た
。
そ
れ
は
、

難
波
村
七
千
余
戸
の
過
半
は
「
破
産
貧
困
の
者
L

で
、
年
々
税
金
不
納
者
多
く
、
「
此
上
に
貧
民
の
増
加
す
る
に
於
て
は
難
波
村
将
来

の
困
難
は
如
何
の
惨
状
に
立
至
る
や
」
と
訴
え
て
い
た
（
朝
日
一

0
・
八
）
。
難
波
村
に
は
、
事
実
、
松
方
デ
フ
レ
下
の
惨
状
が
展
開
し

17 

て
い
た
。



18 

二
週
間
以
上
た
っ
て
も
ま
だ
頑
張
っ
て
い
た
「
持
主
二
十
一
人
の
中
の
十
人
ま
で
は
其
売
却
承
諾
の
受
書
を
差
出
し
た
け
れ
ど
も
他

は
皆
不
承
諾
者
の
み
」
（
同
一

0
・一

O
）
で
あ
っ
た
。

彼
ら
の
頑
強
な
抵
抗
は
、

一
三
臼
「
四
区
二
郡
聯
合
町
村
会
議
員
大
西
直
孝
外
三
名
及
び
接
近
町
会
議
員
井
に
難
波
村
の
地
主
等
」

が
北
区
曽
根
崎
新
地
の
静
観
楼
で
集
会
し
た
（
朝
日
一

0
・
一
四
）
よ
う
に
、
西
成
郡
全
体
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

難
波
村
民
の
抵
抗
が
一
ヵ
月
近
く
も
続
い
て
い
る
中
、

一
O
月
一
一
日
頃
に
は
「
夫
の
共
同
家
屋
建
築
地
の
定
未
定
に
拘
ら
ず
一
日

も
早
く
開
場
す
る
様
之
あ
り
度
旨
当
府
庁
よ
り
」
（
同
一

0
・
二
一
）
指
示
が
あ
り
、

い
よ
い
よ
一
六
日
四
区
二
郡
聯
合
町
村
会
（
正
式

に
は
「
東
区
広
小
路
町
外
五
百
三
十
六
箇
町
村
聯
合
町
村
会
」
）
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

討
論
で
は
反
対
論
し
か
で
ず
、
そ
の
先
頭
は
豊
田
文
三
郎
（
旧
立
憲
改
進
党
員
）
で
あ
っ
た
。

巳
に
早
晩
市
区
改
正
す
る
の
期
あ
る
を
見
る
の
今
日
に
方
り
将
来
の
計
画
も
な
く
僅
に
一
部
分
の
不
潔
町
村
を
移
転
せ
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
ハ
到
底
策
の

得
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
巨
下
の
景
状
を
以
て
見
る
に
人
家
は
追
々
西
南
の
方
へ
延
長
し
難
波
村
の
如
き
も
日
な
ら
ず
し
て
市
区
の
内
に
属
す
る
や
も
計
り

難
き
時
な
る
に
夫
等
の
考
案
も
な
く
一
時
姑
息
の
策
を
以
て
不
急
の
土
木
を
起
す
は
実
に
其
当
を
得
ざ
る
な
り
と
て
全
廃
説
を
主
張
（
圏
点
引
用
者
、
朝

日一

0
・一七）

市
区
改
正
へ
の
展
望
が
な
い
と
新
し
い
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
た
が
、
要
は
「
不
急
の
土
木
」
反
対
で
、
同
意
者
が
相
次
ぎ
、
満
場
一
致

で
全
廃
説
を
可
決
し
た
（
開
会
か
ら
二

O
分
後
だ
っ
た
、
同
）
。

そ
の
議
案
（
朝
日
一

0
・
一
七
）
は
、
九
月
議
案
に
比
べ
土
木
費
総
額
で
一
一
一
五
円
、
買
収
地
面
積
で
三
町
弱
（
八
一
二

O
O坪
）
減

少
さ
せ
た
他
、
建
築
家
屋
を
三
坪
建
七

O
O、
二
坪
建
二

O
O
Oに
変
更
し
た
の
が
大
き
な
修
正
で
、
前
回
の
「
議
案
と
大
差
あ
ら
ず
」

（
朝
日
九
・
二
二
）
の
も
の
で
あ
っ
た
。



た
だ
収
入
面
で
、
地
価
割
を
な
く
し
営
業
割
一
二

O
%、
戸
別
割
七

O
%と
し
て
郡
部
負
担
を
軽
減
し
、
移
転
対
象
で
は
区
部
二
五
四

七
・
郡
部
一
五
三
（
九
月
議
案
）
を
、
区
部
二
一
五

0
・
郡
部
五
五

O
と
郡
部
の
比
重
を
高
め
て
、
郡
部
の
非
難
を
か
わ
そ
う
と
し
て

、
4

’’』

O

L
v
J
J
 

と
に
か
く
こ
の
一

O
月
一
六
日
を
も
っ
て
貧
戸
移
転
の
件
は
「
遂
に
水
泡
に
帰
」
（
朝
日
一

0
・
一
九
）
し
た
の
で
あ
る
。

難
波
村
で
は
「
其
歓
び
大
方
な
ら
ず
右
地
主
等
ハ
昨
日
同
村
の
八
阪
神
社
に
参
拝
し
て
神
楽
を
奏
し
御
湯
を
献
ず
る
な
ど
の
事
を
な

し
て
祝
意
を
表
し
酒
宴
を
聞
き
た
り
」
（
同
一

0
・
一
九
）
と
伝
え
ら
れ
た
。

大阪の「市区改正J(1886) 

5 

宿
屋
取
締
規
則

こ
の
年
六
月
一
四
日
内
務
大
臣
山
県
有
朋
は
、
内
務
省
訓
令
第
七
号
を
庁
府
県
に
発
し
、

乗
合
馬
車
人
力
車
宿
屋
ノ
営
業
及
街
路
ニ
於
ケ
ル
ヤ
警
察
上
各
其
取
締
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
：
：
：
依
テ
A
7般
街
路
乗
合
馬
車
営
業
人
力
車
及
宿
屋

取
締
ノ
件
ニ
付
別
冊
ヲ
編
制
シ
テ
其
標
準
ヲ
示
ス
各
地
方
ニ
於
テ
各
其
標
準
ノ
趣
意
ニ
従
ヒ
便
宜
増
損
規
則
ヲ
設
ケ
本
省
ノ
認
可
ヲ
経
テ
施
行
ス
ヘ
シ
（
朝

野
六
・
一
五
）

と
地
方
ご
と
の
取
締
規
則
制
定
を
求
め
て
い
た
。
都
市
化
と
都
市
支
配
を
論
じ
る
時
、
そ
の
全
て
の
検
討
が
必
要
だ
が
こ
こ
で
は
宿
屋

取
締
規
則
を
と
り
あ
げ
る
。

『
朝
野
』
は
、
内
務
省
訓
令
を
す
ぐ
「
論
説
」
の
姐
上
に
の
せ
て
批
評
を
加
え
た
。

19 

其
ノ
最
モ
重
大
ナ
ル
影
響
ヲ
営
業
者
ニ
及
ボ
ス
ベ
キ
ハ
宿
屋
取
締
規
則
ナ
リ
ト
ス
十
四
条
ニ
旅
人
宿
ハ
客
室
二
十
五
坪
以
上
ア
ル
家
屋
ニ
於
テ
営
業
ス
ル

モ
ノ
ニ
限
ル
ベ
シ
二
十
四
条
ニ
ハ
下
宿
屋
ハ
客
室
十
坪
以
上
ア
ル
家
屋
ニ
於
テ
営
業
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
ト
ア
リ
：
：
：
今
日
（
注
・
東
京
）
府
下
ヲ
始
メ
地
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方
ノ
宿
駅
ニ
於
テ
一
小
家
屋
ヲ
以
テ
旅
人
宿
ヲ
為
ス
者
ハ
決
シ
テ
鮮
少
ナ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
：
：
：
且
ツ
夫
レ
府
下
ノ
如
キ
多
ク
旅
人
書
生
ノ
入
リ
込
ム
場
慮
ハ
最

モ
下
宿
屋
ノ
必
要
ヲ
感
ズ
ル
ニ
因
リ
二
階
裏
座
敷
等
少
シ
ニ
テ
モ
明
キ
閑
ア
ル
者
ハ
之
レ
ヲ
貸
付
ケ
渡
世
ノ
一
助
ト
為
ス
モ
ノ
往
ク
慮
ト
シ
テ
皆
然
ラ
ザ
ル

ハ
無
シ
（
朝
野
六
・
一
九
）

こ
の
施
行
に
よ
り
下
宿
屋
は
「
数
万
軒
」
減
少
し
、
寄
宿
人
は
「
一
時
諸
方
ニ
テ
放
逐
」
さ
れ
、
「
下
等
社
会
ノ
苦
情
ヲ
引
起
ス
ベ
キ

モ
ノ
」
（
同
）
と
推
測
さ
れ
た
。

大
阪
で
は
同
年
一
二
月
二
五
日
宿
屋
取
締
規
則
（
府
令
第
六
七
号
、
全
五
四
条
）
公
布
、
翌
年
四
月
一
日
施
行
と
な
っ
た
。

」
れ
以
前
の
同
業
に
関
す
る
規
則
は
、

一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
七
月
一

O
日
公
布
、

八
月
一
日
施
行
甲
第
四
四
号
旅
人
宿
取
締

規
則
（
全
一
五
条
）

で
、
新
規
則
の
通
則
は
建
造
物
へ
の
警
察
の
規
制
権
（
第
六
・
七
・
八
・
一

O
条
）
、
強
制
加
入
の
営
業
組
合
設
定

と
自
主
規
制
条
項
（
第
二
五
1
三
O
条
）
の
点
で
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
。
各
章
で
は
新
た
に
宿
屋
を
旅
人
宿
・
下
宿
屋
・
木
賃
宿
に

区
分
し
、
前
二
者
は
二
五
坪
、

一
O
坪
以
上
の
客
室
構
造
規
定
が
さ
れ
る
な
ど
内
務
省
準
則
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

規
定
通
り
の
客
室
構
造
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
、
『
朝
野
』
の
予
想
の
ご
と
く
宿
泊
者
の
「
放
逐
」
が
、
宿
泊
料
の
高
騰
と
同
時
に
引

き
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
大
阪
で
は
「
現
在
の
宿
屋
営
業
者
千
二
百
戸
程
の
中
：
：
：
廿
五
坪
以
上
の
客
室
を
有
せ
る
ハ
僅
か
に
百
戸
に

過
ぎ
ず
」
（
大
日
明
治
二

0
・
二
・
こ
と
報
告
さ
れ
、
猶
予
期
間
で
あ
る
明
治
二

O
年
中
の
改
造
に
目
途
な
く
「
将
来
の
見
込
立
た
ず

と
て
廃
業
を
願
出
づ
る
者
も
少
な
か
ら
ず
と
い
ふ
」
（
同
三
・
一
二

O
）。

実
際
に
施
行
直
前
の
二
丹
市
中
一
二

O
O軒
の
宿
屋
が
あ
っ
た
の
に
、
四
月
に
は
旅
人
宿
五
九
一
・
下
宿
一
一

O
（
同
四
・
一

O
）吋

一
O
月
に
は
旅
人
宿
三
一
八
五
・
下
宿
一

O
一
二
（
同
一

0
・
二
二
）
に
激
減
し
て
い
る
。

最
下
層
の
居
住
者
（
行
商
者
・
門
芸
人
等
）
が
い
る
木
賃
宿
に
は
構
造
規
定
を
せ
ず
、
「
第
四
八
条

木
賃
宿
ハ
大
阪
四
区
内
ニ
於

テ
営
業
ス
ル
ヲ
得
ス
」
と
、
市
中
か
ら
の
追
い
出
し
措
置
が
と
ら
れ
た
（
内
務
省
準
則
第
三

O
条

木
賃
宿
営
業
ハ
場
所
ヲ
定
メ
許
可



ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

と
あ
り
こ
れ
は
内
務
省
自
身
の
意
思
か
も
し
れ
な
い
）
。
附
則
第
一
に
い
う
木
賃
宿
営
業
区
域
は
、

西
成
郡
難
波
村
字
南
河
原
（
但
し
、
翌
二

O
年
六
月
二
三
日
府
令
第
七
七
号
に
よ
り
削
除
）
同
郡
木
津
村
ノ
内
同
郡
上
福
島
村
字
羅
漢
前

村
「
鱗
敷
天
神
前
以
北
京
阪
鉄
道
一
番
踏
切
迄
両
側
」
同
郡
九
条
村
字
西
九
条
東
成
郡
北
平
野
町
七
丁
目
八
丁
目

同
郡
北
野

に
限
定
さ
れ
、

い
ず
れ
も
市
中
四
区
か
ら
隔
た
っ
た
郡
部
で
あ
っ
た
。
木
賃
宿
は
多
く
が
長
町
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
貧
戸
移
転
計

画
の
姿
を
変
え
た
長
町
住
民
の
市
外
追
放
・
分
散
計
画
に
他
な
ら
な
い
。

大阪の「市区改正」（1886)

此
頃
北
野
村
万
才
橋
北
詰
（
免
許
地
）
辺
へ
居
を
移
し
て
（
注
・
木
賃
宿
の
）
営
業
す
る
者
の
追
々
出
来
る
事
な
る
が
（
朝
日
二

0
・
三
・
一
三
）

四
月
一
日
の
宿
屋
取
締
規
則
施
行
を
前
に
し
て
、
木
賃
宿
業
者
は
移
動
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

同
規
則
施
行
後
も
「
長
町
で
は
、
日
家
賃
を
と
る
長
屋
の
形
態
を
と
っ
て
擬
装
し
、
そ
の
ま
ま
い
す
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
前
掲
『
警

察
史
』
四

O
九
頁
）
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
長
屋
改
造
規
制
と
木
賃
宿
立
退
き
は
少
な
く
と
も
明
治
一
九

1
二
三
年
の
時
点
で
は
強

制
力
を
も
っ
て
い
た
。

同
所
の
家
屋
取
挽
ひ
も
既
に
其
期
に
近
づ
き
た
れ
パ
同
所
に
住
居
す
る
貧
民
等
は
最
早
是
れ
ま
で
な
り
と
断
念
せ
し
に
や
昨
今
他
町
へ
移
転
す
る
者
甚
だ
多

く
三
丁
目
ハ
勿
論
四
丁
目
及
び
五
丁
目
に
で
も
空
家
の
増
加
す
る
こ
と
移
多
し
き
よ
し
（
圏
点
引
用
者
、
大
日
二

0
・一

O
三
三
）

第
二
の
長
町
と
後
に
よ
ば
れ
る
難
波
村
西
部
へ
の
移
住
が
、
こ
の
時
点
以
降
貧
民
に
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

む

び

す
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以
上
で
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
の
諸
計
画
・
規
則
の
考
察
は
お
わ
っ
た
。
結
実
し
た
も
の
も
、
失
敗
し
た
も
の
も
あ
る
。
た
だ
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監
獄
統
合
案
の
み
は
、
同
年
一
一
月
の
通
常
府
会
に
三
た
び
提
案
さ
れ
、

一
二
月
七
日
の
最
終
日
に
よ
う
や
く
可
決
、
翌
二

0
年
度
か

ら
五
ヵ
年
計
画
で
統
合
移
転
を
開
始
し
て
い
る
。

一
一
つ
の
計
画
と
二
つ
の
規
則
、
そ
れ
に
検
討
し
な
か
っ
た
が
街
路
取
締
規
則
（
同
年
二
一
月
九
日
公
布
、
二

O
年
一
月
一
日
施
行
、

街
路
整
備
・
清
掃
・
通
行
規
制
、
第
四
九
条
で
馬
車
・
牛
車
の
通
行
を
幅
員
三
間
以
上
の
道
路
に
限
定
し
た
か
ら
、
牛
馬
運
送
を
維
持

し
よ
う
と
す
れ
ば
道
路
拡
幅
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
）
な
ど
を
総
合
す
る
と
、
大
阪
最
初
の
「
市
区
改
正
」
・
都
市
計
画
と
い
っ
て
も
間

違
い
で
は
な
い
。

東
西
七
キ
ロ
、
南
北
五
キ
ロ
の
市
中
、
東
に
大
阪
鎮
台
、
西
に
府
庁
と
居
留
地
・
港
、
北
辺
に
大
監
獄
、
南
西
辺
に
改
良
ス
ラ
ム
街
（
二
坪
に
三
人
，
／
二
一
坪

に
五
人
H
H
可
整
然
と
し
た
三
間
以
上
の
道
路
と
清
潔
な
長
屋
群
、
安
全
衛
生
的
な
宿
屋
。

焦
点
は
、
貧
民
と
刑
余
者
、
囚
人
を
市
中
か
ら
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
し
、
市
外
に
囲
い
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
衛
生
を
前
面
に
し
つ
つ
、
本

音
は
治
安
で
あ
り
（
大
浦
だ
け
で
な
く
渡
辺
も
同
ヒ
）
、
「
近
代
都
市
」
へ
の
飛
躍
は
「
良
民
」
の
た
め
に
病
気
と
暴
動
の
危
険
性
を
徹
底

的
に
排
除
す
る
こ
と
か
ら
着
手
さ
れ
、
均
質
化
し
た
清
潔
な
都
市
空
間
に
「
中
等
人
」
社
会
を
築
く
の
で
あ
る
。

そ
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
建
野
郷
三
｜
｜
大
浦
兼
武
が
存
在
す
る
（
大
目
九
・
四
も
「
因
に
記
す

世
に
ハ
同
聯
合
町
村
会
を
以
て

元
南
区
長
渡
辺
鼎
氏
の
発
意
の
如
く
思
ひ
な
す
人
も
あ
る
由
な
る
が
右
ハ
全
く
建
野
大
坂
府
知
事
と
大
浦
同
警
部
長
と
の
計
画
に
出
で

し
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
た
）
。

建
野
は
一
八
七
0
1七
五
（
明
治
三

1
八
）
年
イ
ギ
リ
ス
留
学
の
経
験
が
あ
り
（
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』

一
九
八
一
年
、
五
九
九
頁
）
、

都
市
計
画
を
学
ん
で
き
た
可
能
性
も
あ
る
。
大
阪
府
会
区
部
会
の
「
市
区
改
正
」
建
議
（
明
治
一
九
年
一
一
月
二
八
日
）
を
う
け
て
、
建

野
は
庁
内
に
大
阪
市
区
改
正
方
案
取
調
委
員
会
を
設
置
し
（
朝
日
一
・
一
六
）
、

「
大
阪
の
三
大
工
事
」
、
川
口
築
港
・
上
水
道
布
設
、
市



区
改
正
と
い
わ
れ
る
（
大
目
二

0
・
七
・
三

O
）
よ
う
に
準
備
を
重
ね
て
い
く
。

し
か
し
、
大
浦
は
二

O
年
一
月
警
視
庁
第
三
局
次
長
と
し
て
転
出
、
建
野
も
二

O
年
早
々
の
擢
病
に
よ
り
市
区
改
正
な
ど
の
充
分
な

っ
た
。

主
導
権
を
と
れ
な
い
ま
ま
二
二
年
三
月
一
六
日
廃
止
直
前
の
元
老
院
議
官
と
い
う
閑
職
に
ま
わ
さ
れ
、
二
七
年
に
は
官
界
を
去
っ
て
い

一
八
八
六
年
プ
ラ
ン
に
対
し
、
小
商
人
や
貧
民
は
即
自
的
に
抵
抗
し
、
農
民
と
民
権
派
は
「
民
力
休
養
L

の
視
点
で
抵
抗
し
た
が
、

小
論
の
知
く
総
合
的
に
プ
ラ
ン
を
見
通
し
て
い
た
ら
、
彼
ら
民
権
派
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
だ
ろ
う
か
。

一
八
九

O
年
の
第
一
回

大阪の「市区改正」（1886)

総
選
挙
、
帝
国
議
会
開
設
を
目
前
に
し
て
、
彼
ら
民
権
派
の
質
も
問
わ
れ
て
い
た
。

注
（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
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（

5
）
 

（

6）
 

『
近
松
世
話
物
集
』
一
一
（
角
川
文
庫
、
一
九
七
六
）
の
諏
訪
春
雄
氏
「
解
説
」
五
三
八
頁
。

松
本
四
郎
「
近
世
後
期
の
都
市
と
民
衆
」
、
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
一
一
一
巻
、
一
九
七
六
年
、

以
下
大
阪
府
の
諸
規
則
は
『
明
治
大
正
大
阪
市
史
』
第
六
巻
法
令
篇
、
一
九
三
四
年
、
を
参
照
。

こ
の
経
過
は
早
く
鈴
木
梅
四
郎
「
名
護
町
貧
民
窟
視
察
記
」
（
『
時
事
新
報
』
明
治
一
一
一
年
一
一
一
月
八

1
一
一
一
一
日
掲
載
、
西
田
長
寿
編
『
明
治
前
期

の
都
市
下
層
社
会
』
一
九
七

O
年
刊
、
所
収
、
経
過
は
そ
の
一
五
一
頁
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
簡
単
で
考
察
も
不
充
分
で
あ
る
。

同
右
西
田
編
書
に
所
収
。

寸
南
区
役
所
行
政
文
書
L

（
大
阪
市
立
図
書
館
所
蔵
、
未
整
理
）
。
以
下
九
月
の
聯
合
町
村
会
関
係
は
、
同
文
書
の
一
件
書
類
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
一
九
八
五
・
九
・
七
成
稿
）

（
大
阪
経
済
法
科
大
学
非
常
勤
講
師
）

一二
O
頁。


